
6広報にっこう

確定申告確定申告の受け付けが始まります
の受け付けが始まります（市県民税申告）

申告期間 …２月16日（金）〜３月15日（金）
　　　　　　　

令和６年１月１日現在で日光市に住んでいた

令和５年中に、どんな収入がありましたか？

収入なし 主に年金収入 主に給与収入

市
内
在
住
の
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

年
金
収
入
の
み
で
、
１
４
８
万
円（
65
歳
未
満
は

98
万
円
）以
下
で
あ
る

・���

１
カ
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末
調
整
に��

���

変
更
な
し

・
93
万
円
以
下
の
給
与
収
入
の
み

非課税収入のみ、（遺族年金、障
害年金、失業給付金など）　　　　　　　　　　　　

農業、営業、不動産、雑・一時所
得などがある（青色申告を除く）

①…市県民税の申告をする必要があります。所得税が還付になる場合は確定申告も必要です。
②…所得税の確定申告をする必要があります。
　　��…市県民税・確定申告の必要はありません。ただし所得税が還付になる場合は確定申告が必要です。

スタート

申
告
が
必
要
な
の
は
ど
ん
な
人
？

①�

所
得
金
額
よ
り
控
除
額
が
多
い��　

①�

・�

市
外
在
住
の
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

・
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

①�

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ
る�������������������������①�

所
得
金
額
よ
り
控
除
額
が
少
な
い��

②�

・
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

・
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
あ
る

・�

新
規
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

・�

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た

・
給
与
収
入
が
２
、０
０
０
万
円
を
超
え
る

・�

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る����������������②�

年
金
収
入
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る�������������������������������

②�

ど
う
や
っ
て
申
告
す
る
の
？

申
告
で
の
お
願
い

寡か

ふ婦
控こ

う
じ
ょ除・ひ
と
り
親
控
除・

障
害
者
控
除
を
知
っ
て
い
ま

す
か
？

　

申
告
や
年
末
調
整
な
ど

で
、
こ
れ
ら
の
控
除
が
適
用

さ
れ
る
と
、
所
得
税
や
市
県

民
税
の
額
を
下
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
非
課
税
と
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
（
介
護
保

険
料
や
「
非
課
税
世
帯
」
に

も
影
響
）。

　
毎
年
、
市
県
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
方
で
、
こ
れ
ら

の
控
除
の
要
件
に
該
当
す
る

方
は
、
一
度
、
給
与
や
年
金

の
源
泉
徴
収
票
、
申
告
書
の

所
得
控
除
の
欄
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　
控
除
の
適
用
に
は
一
定
の

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
く

わ
し
く
は
税
務
署
や
税
務
課

に
問
い
合
わ
せ
る
か
、
次

ペ
ー
ジ
の
二
次
元
コ
ー
ド

「
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
個
人
市

県
民
税
の
申
告
」
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

（
控
除
例
）
寡
婦
控
除
…
夫

と
死
別
後
、
再
婚
し
て
い
な

い
女
性
で
合
計
所
得
金
額
が

５
０
０
万
円
以
下
の
場
合
に

適
用

年
金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
ほ
か
の
所

得
が
20
万
円
以
下
で
あ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
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申告書入手方法…��
　　①�市ホームページでダウンロード
　　②�税務課、各行政センター市民サービス係、各

地区センター、各出張所
※�前回の申告期間に市県民税申告している方には、
１月下旬ごろ発送します。

提出 方 法…税務課市民税係へ郵送、または税務課、
各行政センター市民サービス係、各地区セン
ター、各出張所窓口に提出

期間 …�２月16日（金）〜３月15日（金）　※土曜・日
曜日、祝日を除く

申告 会 場…各会場および詳細については、「申告の
お知らせ」を確認してください

※�会場によっては、上の期間中でも実施していない
曜日もあるので注意してください。

申告書入手 方法…�
　　①�国税庁ホームページでダウンロード
　　②�税務課、各行政センター市民サービス係、各

地区センター、各出張所
提出 方 法…パソコン・スマートフォン（e-Tax）で送

信、関東信越国税局業務センター栃木分室へ
郵送

期間 …�２月16日（金）〜３月15日（金）午前９時〜午
後４時　※土曜・日曜日、祝日を除く

申告 会場…  
　　①�鹿沼商工会議所アザレアホール（鹿沼市睦町

287-�16）�
　　②�日光市内　※各会場および詳細については、

「申告のお知らせ」を確認してください。
※上記の期間外は鹿沼税務署で申告してください。
※�１月４日（木）〜 12日（金）は、電
話などによる予約が必要です。
※�１月15日（月）〜４月１日（月）に申
告する方は、いずれの会場でも国
税庁 LINE アカウントから事前予
約が必要です（電話予約不可）。

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
は�

　
　
相
談
し
て
く
だ
さ
い
！
」

　

申
告
の
受
け
付
け
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
に
直
接
関
わ
る
仕
事
で
す
。
受

け
付
け
で
、
税
金
の
仕
組
み
を
正
し

く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
親

切
で
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
心
が
け

た
い
で
す
。
な
お
、
約
１
カ
月
の
短

い
期
間
に
１
万
件
近
く
の
申
告
を
受

け
る
た
め
、
会
場
は
と
て
も
混
雑
し

ま
す
。
基
本
的
な
感
染
症
対
策
に
協

力
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
の
会

場
で
申
告
す
る
場
合
は
、
利
用
者
識

別
番
号
等
の
通
知
表
な
ど
番
号
が
わ

か
る
書
類（
コ
ピ
ー
可
）が
あ
る
方
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
早

め
に
税
務
署
や
税
務
課
市
民
税
係
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は

鹿
沼
税
務
署

☎️
０
２
８
９（
64
）２
１
５
１

税
務
課　
市
民
税
係

☎️
０
２
８
８（
21
）５
１
１
３

市ホームページ
個人市県民税

の申告
国税庁

ホームページ

②  確定申告　e-Tax・郵送・提出 ①  市県民税　郵送・提出

担
当
者
か
ら

担
当
者
か
ら

税務課市民税係 税務課市民税係 
湯湯
ゆ ざ わゆ ざ わ

澤澤菜菜
な なな な

々々主事主事

ど
う
や
っ
て
申
告
す
る
の
？

 

■
感
染
症
予
防
の
た
め
に

・�

申
告
会
場
へ
来
場
さ
れ
る
際
は
、
基
本
的����

���

な
感
染
症
対
策
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い

・�

発
熱
な
ど
、
体
調
不
良
の
場
合
は
来
場
を�

���

控
え
て
く
だ
さ
い

・�

会
場
は
定
期
的
に
換
気
を
行
い
ま
す
の
で
、

���

暖
か
い
服
装
で
来
場
し
て
く
だ
さ
い

■
申
告
受
け
付
け
に
つ
い
て

・�

郵
送
で
の
提
出
やe-Tax

（
電
子
申
告
）

���

で
の
申
告
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

・���

市
県
民
税
申
告
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か���

　
ら
印
刷
で
き
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ

　
い

　
申
告
に
必
要
な
書
類
や
持
ち
物
な
ど
詳
細

に
つ
い
て
は
、
今
月
の
広
報
紙
と
一
緒
に
配

布
し
た
「【
申
告
の
お
知
ら
せ
】
は
じ
ま
り

ま
す
!
税
の
申
告
」
に
記
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
で
の
お
願
い
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